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厚生労働省で昨年来開かれてきた「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的

方策に係る検討会」（「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関す

る検討会」から改称）は、2014年 7月 1日、精神科病院への患者の囲い込みを続ける、

きわめて深刻な人権侵害であるという強い意見を圧殺し、ついに病棟を転換し居住施

設にすることを容認する具体的な方策を取りまとめた。 

今回検討会でまとめられた具体的な方策が病床削減を実現するものとする考え方は、

まったくの誤りである。病棟を転換し「病床を削減した」などということは絶対に許

されてはならない。提案された病棟転換施設が精神科病院へ患者の囲い込みを継続さ

せ、障害者権利条約、例えば第 19条“自立した生活及び地域社会への包容”、特に同

条（a）“特定の生活施設で生活する義務を負わないこと”等々数多くの条項に違反す

るものであることは明白である。当会では、本年 5 月 20 日の議員会館で院内集会、6

月 26日には日比谷野音にて 3,200人の障害当事者や家族、現場の関係者を中心とする

参加者と共に緊急集会を開催し、病棟転換に反対する緊急アピールを採択して厚生労

働省に申し入れを行ってきた。しかしながら、構成員の大半が医師やサービス提供者

で占められた検討会において病棟転換を容認する「具体的方策」なるものの取りまと

めは強行された。私たちは、このことに対し厳重に抗議する。 

検討会取りまとめの文書では「障害者権利条約に基づく精神障害者の権利擁護の観

点も踏まえ」、「不必要になった建物設備等の居住の場として活用」することが記載さ

れた。そもそも「障害者権利条約に基づいて病棟を転換する」ことなど論理上有り得

ないことであり、「病棟を居住の場にすること」はあってはならない。権利条約はその

ようなことを求めていない。私たちは国際社会から一層の非難を重ねることになる人

権侵害の道を歩み始めるこの政策について断固として中止を求める。 

それはいかなる条件付けを行おうとも歩み出してはいけないものであると確信する。 

また「検討会取りまとめ文書」で提案された試行事業について「この事業を自治体

と連携して試行的に実施し運用状況を検証すべき」と記載されたが、試行事業そのも

のも実施すべきではない。  

なによりも、このような精神障害当事者に関る重要施策が、25人の構成員のうち精

神障害者 2人、家族 1人、一方で医師は半数以上の 13人という偏った構成の検討会に

おいて決定がなされたことについて、その正当性につき重大な疑義が生じている。今

後、国や自治体において障害者施策を検討する委員会等においては、少なくとも半数

以上を当事者・家族委員とし、当事者・家族の意見が反映されるよう強く求める。 

私たちは、引き続き、わが国の大多数の良識ある普通の人々と共同し、過剰な病床

を抱える精神科病院の延命と福祉の名を借りた新たな隔離施設をつくり出そうとする

本事業が撤回されるまで行動を続けることを決意する。   
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